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　平成２４年度八重瀬町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，２２４，６５５千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）
第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利
率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（一時借入金）
第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）
第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場
合は、次のとおりと定める。
（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合
　における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２４年３月８日 提出

　　　八重瀬町長 　比 屋 根 方 次
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合　　　　　　　　　計

第　 ２　 表　　　　地　 　方　 　債

起　　債　　の　　目　　的 限  度  額 起 債 の 方 法 利　率 償　還　の　方　法

千円

47,500
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構等に
ついて、利率見直し
を行った後において
は当該見直し後の利
率）

公 園 緑 地 事 業 （ 合 併 特 例 債 ）

臨 時 財 政 対 策 債 380,000

証書借入又は証券発行

年３％以内

427,500

借入日以降３０年以内の元利均等

又は元金均等償還若しくは融資条

件により変更もできる。

但し、町財政の都合により償還期

－6－

る。

間を短縮し、若しくは繰上償還又は

低利に借り換えることができる。

なお、起債の全部又は一部を翌年

度へ繰越して借り入れることができ
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歳　　　　出



 













































































































































































































































 



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調べ（普通会計ベース）

（単位：千円）

当該年度中増減見込額

起債見込額 元金償還見込額

14,802,357 15,447,477 955,200 1,071,406 15,331,271

4,526,155 4,791,459 380,000 284,385 4,887,074

98,924 85,602 0 13,511 72,091

328,825 284,921 0 42,539 242,382

8,275,570 7,977,798 575,200 623,742 7,929,256

13,752 10,081 0 3,872 6,209

1,559,131 2,297,616 0 103,357 2,194,259

7,811 6,710 0 1,122 5,588

（1）土    木    債 7,811 6,710 0 1,122 5,588

（2）農    林    債 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14,810,168 15,454,187 955,200 1,072,528 15,336,859

当該年度末
現在高見込額

１　普    通    債

（1）総　  務　  債

（2）民　  生　  債

区          分 前々年度末現在高 前年度末現在高見込額

（3）農 林 水 産 債

３　そ    の    他

合　　　　　計

（4）土    木    債

（5）公  営  住  宅

（6）教    育    債

２　災 害 復 旧 債

資－１



資－2

単位：千円

期間 金額 期間 金額 国県支出金 町債 その他

八重瀬町震災被害農家経営支援資
金利子補給金等補助金

628 H24～H28 628 314 314

八重瀬町農業災害対策特別資金利
子補給金等補助金

639 H24～H28 639 319 320

八重瀬町観光振興コーディネート
事業

12,454 H24 12,454 12,454 0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　　項 限度額

前年度末までの
支出（見込み)額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源



給与明細書

１　特別職
単位：千円

報酬 給料 期末手当
退職手当
負担金

調整手当 計

　長等 2          -             15,732      4,255       4,720       -             24,707      4,432       29,139      

　議員 15        38,544      -             10,953      -             -             49,497      22,025      71,522      

　その他特別職 1          -             6,756       1,827       2,027       -             10,610      1,906       12,516      教育長含む

合計 18        38,544      22,488      17,035      6,747       -             84,814      28,363      113,177    

　長等 2          -             15,732      4,255       -             -             19,987      4,262       24,249      

　議員 16        41,028      -             11,659      -             -             52,687      6,905       59,592      

　その他特別職 1          -             6,756       1,827       -             -             8,583       1,833       10,416      教育長含む

合計 19        41,028      22,488      17,741      -             -             81,257      13,000      94,257      

　長等 -          -             -             -             4,720       -             4,720       170          4,890       

　議員 △1      △2,484    -             △706      -             -             △3,190    15,120      11,930      

　その他特別職 -          -             -             -             2,027       -             2,027       73           2,100       教育長含む

合計 △1      △2,484    -             △706      △6,747    -             3,557       15,363      18,920      

備考 １　長等とは町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

２　この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

３　給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

比較

給与費

共済費 合計 備考

前年度
（Ｈ23）

区分 職員数

本年度
（Ｈ24）

給-1



給-2

２　一般職

　（１）総括
単位：千円

報酬 給料 職員手当 計

本年度
（Ｈ24）

187        -               731,007     652,501     1,383,508   249,316     1,632,824   出向4人除く

前年度
（Ｈ23）

190        -               753,691     340,338     1,094,029   246,608     1,340,637   

比較 △3        -               △22,684    312,163     289,479     2,708         292,187     

単位：千円

区分 扶養手当 住居手当
時間外勤務
手当

特殊勤務
手当

通勤手当 管理職手当 期末手当
退職手当
負担金

その他 備考

本年度
（Ｈ24）

23,430       14,357       6,262         -               6,077         5,308         260,646     328,399     8,022         
子ども手当   7,470
教職員特別      83
選挙時間外     469

前年度
（Ｈ23）

23,808       14,427       5,724         1               6,094         5,282         268,826     -               16,176       
子ども手当  16,057
教職員特        119

比較 △378        △70         538           △1           △17         26             △8,180     328,399     △8,154     

備考 １　この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む）で予算の積算の基礎と

　なったものについて記載すること。

備考

職員手当
の内訳

給　与　費
共済費 合計区分 職員数



　（２）給料及び職員手当の増減額の明細
単位：千円

事由 金額

給与改定に伴う増減分 △1,585 人事院勧告 ・給料表改定　平均△0.19　・経過措置額　99.1％

普通昇給に伴う増減分 11,513         定期昇給

その他の増減分 △32,612 人事等 ・退職12名　出向4名　採用8名

昇給期間短縮に伴う増減分 -                

制度改正に伴う増減 △8,587 子ども手当

その他の増減 △7,649 人事等 ・退職12名　出向4名　採用8名

予算組替え 328,399 ・退職者手当　予算組替えによる

備考 １　昇給期間短縮とは、給与に関する条例において昇給の基準として規定する一般的な昇給期間の経過前に

　給料月額を引き上げることになるすべての措置をいう。

２　増減額欄の金額は、「（１）総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

３　説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分

　について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

職員手当 312,163   

備　　考

給料 △ 22,684

増　減　事　由　別　内　訳
区分 増減額 説　　明

給-3



給-4

（３）給料及び職員手当の状況

　ア　職員1人当たり給与
単位：円

一般行政職 税務職 教育職
薬剤師・
医療技術職

技能労務職

　平均給料月額 (円) 337,936              284,951              377,245              327,825              303,328              

　平均給与月額 (円) 361,206              306,610              390,205              343,001              331,795              

　平均年齢　     (歳) 45.1                   38.9                   50.5                   42.8 52.0                   

　平均給料月額 (円) 331,527              272,176              366,747              315,288              296,633              

　平均給与月額 (円) 338,793              276,761              384,401              315,667              300,548              

　平均年齢　     (歳) 44.9                   37.5                   49.5                   41.7 51.0                   

　イ　初任給
（平成24年3月1日現在）

行政職（一） 行政職（二）

高　校　卒 140,100                    137,200              140,100              137,200              

大　学　卒 172,200                    -                       172,200              -                       

国の制度　(円)
技能労務職(円)

区　　　　　分

平成24年3月1日現在

平成23年3月1日現在

区　　　分 一般行政職(円)



ウ　級　別　職　員　数

級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％

1 12 8.4 1 3 18.8 1 0 0.0 1 0 0.0

2 12 8.4 2 4 25.0 2 1 6.7 2 1 12.5

平成24年3月1日 3 41 28.7 3 4 25.0 3 2 13.3 3 3 37.5

現在 4 34 23.8 4 1 6.3 4 8 53.3 4 2 25.0

5 24 16.8 5 2 12.5 5 4 26.7 5 2 25.0

6 20 14.0 6 2 12.5 6 0 0.0 6 0 0.0

0.0

0.0

計 143 100.0 計 16 100.0 計 15 100.0 計 8 100.0

1 12 8.1 1 4 23.5 1 1 6.7 1 1 12.5

2 19 12.8 2 3 17.6 2 0 0.0 2 0 0.0

平成23年3月1日 3 37 24.8 3 6 35.3 3 2 13.3 3 3 37.5

現在 4 34 22.8 4 0 0.0 4 8 53.3 4 4 50.0

5 25 16.8 5 3 17.6 5 4 26.7 5 0 0.0

6 22 14.8 6 1 5.9 6 0 0.0 6 0 0.0

計 149 100.0 計 17 100.0 計 15 100.0 計 8 100.0

（級別の標準的な職務内容）

1級 2級 4級 6級 8級

主事等 主事等 係長・主査等 課長・参事 廃止一般行政職 主査等 補佐・教頭 廃止

薬剤師医療技術職

区分 3級 5級 7級

区分
一般行政職 税務職 教育職

給-5



給-6

エ　昇給期間短縮
単位：人

計 一般行政職 税務職 教育職
薬剤師医
療技術職

技能労務職

（Ａ） 187          143          16           14           8             6             

（Ｂ） -             -             -             -             -             -             

　３月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

　６月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

　９月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

　１２月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

（Ｃ） -             -             -             -             -             -             

（人） -             -             -             -             -             -             

（Ａ） 190          144          17           15           8             6             

（Ｂ） -             -             -             -             -             -             

　３月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

　６月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

　９月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

　１２月昇短 （人） -             -             -             -             -             -             

（Ｃ） -             -             -             -             -             -             

（人） -             -             -             -             -             -             

前年度
（23年度)

　昇給期間の短縮
1月別内訳

　特別昇給に係る職員数

　職員数

　昇給期間短縮に係る職員数

　比率Ｂ／Ａ

　特別昇給に係る職員数

区分

　職員数

　昇給期間短縮に係る職員数

　比率Ｂ／Ａ

　昇給期間の短縮
1月別内訳

本年度
（24年度)



オ　期末手当

６月（月分） １２月（月分） ３月（月分）

本年度
（24年度)

1.225 1.375 -                 2.600 有り

前年度
（23年度)

1.225 1.375 -                 2.600 有り

国の制度
（24年度)

1.225 1.375 -                 2.600 有り

カ　勤勉手当

６月（月分） １２月（月分） ３月（月分）

本年度
（24年度)

0.675 0.675 -                 1.350 有り

前年度
（23年度)

0.675 0.675 -                 1.350 有り

国の制度
（24年度)

0.675 0.675 -                 1.350 有り

キ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分
２０年勤続の
者　（月分）○

２５年勤続の
者　（月分）○

３５年勤続の
者　（月分）○

最高限度
（月分）

その他の加算措置等 退職時特別昇給 備考

廃止

支給率計（月分）
制度上の段階、職務の
等級による加算措置○

備　　考区　　分
支 給 期 別 支 給 率

備　　考区　　分
支 給 期 別 支 給 率

支給率計（月分）
制度上の段階、職務の
等級による加算措置○

59.28
　定年前早期退職特別措置

（２～２０％加算）
支給率等 30.55 41.34 59.28

59.28
　定年前早期退職特別措置

（２～２０％加算）
廃止30.55

国の制度
（支給率等）

41.34 59.28

給-7



給-8

　ク　　そ の 他 の 手 当

使用距離区分が異なる

　備考　　１　「ア　職員１人当たり給与」、「イ　初任給」、「ウ　級別職員数」、「エ　昇給期間短縮」
　　　　　　の職区分は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあって、原則として
　　　　　　それぞれの職種の区分によること。

　　　　　２　「ア　職員一人当たり給与」、「ウ　級別職員数」、予算調整時及びその1年前の数値により
　　　　　　支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。

　　　　　３　「ア　職員一人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当を除いて算定すること。

　　　　　４　「イ　初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が
　　　　　　適用される国家公務員の職種の区分によること。

　　　　　５　「ウ　級別職員数」の「（級別の標準的な職務内容）」は、原則として当該会計における最も代表的な職種の職員に適
　　　　　　用される給料表に係る職種について作成すること。

　　　　　６　「オ　期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率
　　　　　　欄及支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同
　　　　　　等をそれぞれ記載すること。

差  異  の  内  容

扶  養  手  当 同

区     分 国の制度との差異

通  勤  手  当 異

住  居  手  当 異 自宅に係る住居手当が異なる



 


